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1．はじめに

当研究所では長野県内に流通している食品の安全

性を確保するため，農産物を中心に残留農薬検査を

実施している．

平成 18 年 5 月のポジティブリスト制度施行に伴

い，平成 17 年 1 月の厚生労働省通知 1） により試験

法が示された． それまで当所では， 既報 2）3） の方

法で残留農薬検査を行っていたが，この通知を受け

て平成 17 ～ 18 年度に分析法の検討を行った． こ

の中で，ポジティブリスト制度施行に伴う監視対象

農薬の大幅な増加に対応するため，多数の農薬を迅

速に分析可能な一斉試験法を主体にした．また，こ

れに伴い，検査項目を見直し，項目数も大幅に増や

した．

今 回， 分 析 法 変 更 後 の 平 成 19 年 度 か ら 22 年 度

までの 4 年間に検査を行った，790 検体（輸入農産

物 392 検体， 国内産農産物 398 検体） についての

結果 4） を集計し， 農産物別の農薬検出状況， 農薬

別の検出状況および用途別の検出率について解析を

行ったので報告する．

2．検査方法

2.1　検体

本県での生産高，収穫時期，流通時期，流通地域

等を考慮して県健康福祉部食品 ･ 生活衛生課で作成

した農産物残留農薬検査計画に基づき，県下 10 ヶ

所にある保健福祉事務所が管内の集荷所，市場，小

売店から収去して，当所に搬入した農産物を検体と

した．

2.2　検査項目

1 検体あたり最大で，GC/MS 一斉分析 158 項目，

平成 19 年度から 22 年度までの 4 年間に当研究所で行った農産物中の残留農薬の検査結果を集計し，解析

を行った．検体数に対する農薬検出率は，輸入が 30％，国内産が 42％であった．延べ検査項目数に対する検

出率は輸入が 0.27%，国内産が 0.46% であった．
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農産物中の残留農薬の検査結果
（平成 19年度～ 22 年度）
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表1　検査項目
BHC, XMC*, アクリナトリン, アザコナゾール*, アザメチホス*, アジンホスメチル, アセトクロール*, アセフェート, アゾキシストロビン*, アトラジン, アニロホス*,
アメトリン*, アラクロール, アルドリン及びディルドリン, イソキサフルトール*, イソフェンホス, イソプロカルブ, イソプロチオラン*, イプロバリカルブ*, イプロベン
ホス, イミダクロプリド*, インダノファン*, インドキサカルブ*, エスプロカルブ, エタルフルラリン*, エチオン, エディフェンホス, エトキサゾール, エトフェンプ
ロックス, エトプロホス, オキサジアゾン, オキサジキシル*, オキサミル*, オキシカルボキシン*, オキシフルオルフェン*, オメトエート*, オリザリン*, カズサホス,
カフェンストロール*, カルプロパミド*, キナルホス, キノキシフェン, キノクラミン, キントゼン, クミルロン*, クレソキシムメチル*, クロキントセットメキシル*, クロチ
アニジン*, クロマフェノジド*, クロリダゾン*, クロルタールジメチル*, クロルデン*, クロルピリホス, クロルピリホスメチル, クロルフェナピル, クロルプロファム,
クロルベンジレート*, シアゾファミド*, シアナジン, シアノホス, ジウロン*, ジエトフェンカルブ, ジクロシメット*, ジクロフェンチオン*, ジクロホップメチル*, ジク
ロラン, シハロトリン, シハロホップブチル, ジフェナミド*, シフルトリン, シフルフェナミド*, ジフルベンズロン*, シプロコナゾール*, シプロジニル*, シペルメトリ
ン, シマジン, シメコナゾール*, ジメタメトリン*, ジメチリモール*, ジメチルビンホス, ジメテナミド, ジメトエート, シメトリン, ジメピペレート*, ダイアジノン, ダイム
ロン*, チアクロプリド*, チアベンダゾール*, チアメトキサム*, チオベンカルブ, チフルザミド*, テクナゼン, テトラクロルビンホス*, テトラコナゾール*, テトラジ
ホン, テニルクロール, テブコナゾール, テブチウロン*, テブフェノジド*, テブフェンピラド, テフルトリン, テフルベンズロン*, デルタメトリン及びトラロメトリン,
テルブトリン, テルブホス, トリアジメノール, トリアジメホン, トリアゾホス*, トリアレート, トリシクラゾール, トリブホス, トリフルムロン*, トリフルラリン, トリフロキシス
トロビン, トルクロホスメチル, トルフェンピラド, ナプロパミド*, ニトロタールイソプロピル*, ノバルロン*, ノルフルラゾン*, パクロブトラゾール, パラチオン, パラ
チオンメチル, ビフェントリン, ピラフルフェンエチル*, ピリフェノックス, ピリフタリド*, ピリプロキシフェン, ピリミカーブ, ピリミノバックメチル*, ピリミホスメチル,
ピリメタニル, ピロキロン*, ビンクロゾリン, フェナミホス, フェナリモル, フェニトロチオン, フェノキサニル*, フェノキシカルブ*, フェノチオカルブ*, フェノトリン*,
フェリムゾン*, フェンアミドン*, フェンスルホチオン, フェンチオン, フェントエート, フェンバレレート, フェンプロパトリン, フェンプロピモルフ*, フェンメディファ
ム*, フサライド, ブタクロール, ブタフェナシル*, ブピリメート*, ブプロフェジン*, フラムプロップメチル*, フルアクリピリム*, フルチアセットメチル*, フルトラニ
ル, フルバリネート, フルフェナセット*, フルフェノクスロン*, フルミクロラックペンチル*, フルリドン*, プレチラクロール, プロシミドン, プロチオホス, プロパク
ロール*, プロパジン*, プロパルギット, プロピコナゾール, プロピザミド*, プロヒドロジャスモン*, プロフェノホス, プロポキスル, ブロマシル*, プロメトリン*, ブ
ロモブチド*, ブロモプロピレート, ブロモホス*, ヘキサコナゾール*, ヘキサジノン*, ヘキサフルムロン*, ヘキシチアゾクス*, ベノキサコール*, ヘプタクロー
ル*, ペンコナゾール*, ベンゾフェナップ*, ペンディメタリン, ベンフルラリン*, ベンフレセート*, ホスファミドン, ホスメット, マラチオン, ミクロブタニル, メタミド
ホス, メタラキシル及びメフェノキサム, メチダチオン, メトキシクロル*, メトキシフェノジド*, メトラクロール*, メビンホス, メフェンピルジエチル*, メプロニル, モノ
クロトホス, モノリニュロン*, ラクトフェン*, リニュロン*, リンデン（γ-BHC）, レナシル

*平成19年度からの項目
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平成 19 年度から 22 年度までの 4 年間に検査を

行った 392 検体について， 農産物別の農薬検出状

況を表 2 に示す．

392 検 体 の う ち 117 検 体 か ら 農 薬 が 検 出 さ れ，

検出率は 30％であり，過去の当所での検出率 36%

（平成 7 ～ 13 年度）2），34%（平成 14 ～ 17 年度）3）

とほぼ等しかった．また，検査した農薬の延べ項目

数は 62,914 で，このうち 172 項目が検出され，検

出率は 0.27% であり，こちらは過去の当所での検出

率 0.55%（ 平 成 7 ～ 13 年 度 ）2），0.53%（ 平 成 14

～ 17 年度）3）と比べて低かった．これは，平成 19

年度に検査項目を増やしたことが主な原因と考えら

れた．

農産物分類別の検体数に対する検出率は，穀類が

6％，豆類からは検出されなかったのに対し，果実

類は 38％，野菜類は 24％であった． 

3.1.2　国内産農産物

平成 19 年度から 22 年度までの 4 年間に検査を

行った 398 検体について， 農産物別の農薬検出状

況を表 3 に示す．

398 検 体 の う ち 169 検 体 か ら 農 薬 が 検 出 さ れ，

検出率は 42％であり，過去の当所での検出率 43%

（平成 7 ～ 13 年度）2），40%（平成 14 ～ 17 年度）3）

とほぼ等しかった．また，検査した農薬の延べ項目

数は 68,519 で，このうち 315 項目が検出され，検

出率は 0.46％であり，過去の当所での検出率 0.71%

（平成 7 ～ 13 年度）2），0.69%（平成 14 ～ 17 年度）3）

と比べて低かった．こちらも輸入同様，平成 19 年

LC/MS 一 斉 分 析 50 項 目， 個 別 分 析 2 項 目， 合 計

210 項目について検査した．検査項目を表 1 に示す．

検体により検査項目は異なり，1 検体あたりの平均

検査項目数は 166 であった． これは， 既報の 1 検

体あたりの平均検査項目数 113（平成 7 ～ 13 年度）
2），111（平成 14 ～ 17 年度）3）と比べ約 50% 多かった．

定量下限は GC/MS 一斉分析および個別分析項目

は 0.01ppm，LC/MS 一斉分析項目は 0.002ppm とし

た．

2.3　分析方法

GC/MS 一 斉 分 析 は， 厚 生 労 働 省 通 知 1） の「GC/

MS による農薬等の一斉試験法（農産物）」に従った．

LC/MS 一 斉 分 析 は， 同 通 知 の「LC/MS に よ る 農 薬

等の一斉試験法Ⅰ（農産物）」に従った．個別分析は，

同通知の「アセフェート，オメトエートおよびメタ

ミドホス試験法（農産物）」に従った．

2.4　装置

GC/MS：日本電子製 JMS-Q1000GC/K9

LC/MS/MS：サーモフィッシャーサイエンティ

フィック製 TSQ Quantum Ultra EMR

GC/FPD：島津製作所製 GC-17A

3.　結果および考察 

3.1　農産物別の農薬検出状況

3.1.1　輸入農産物

表2　輸入農産物の農薬検出状況（平成19～22年度）

分類名 検体数 検出数
検出率
（％）

検査
項目数

検出数
検出率
（％）

農産物品目

穀類 16 1 6 2,628 1 0.04 小麦粉(16)

豆類 16 0 0 2,615 0 0.00 ダイズ(15)･ラッカセイ

核果果実 12 11 92 1,906 17 0.89 オウトウ(12)
かんきつ類果実 112 43 38 17,681 55 0.31 グレープフルーツ(42)･オレンジ(35)･レモン(31)･スウィーティー(3)･ラ

イム(1)

熱帯産果実 77 23 30 12,138 28 0.23 バナナ(30)･パイナップル(23)･キウィー(10)･アボカド(6)･マンゴー(5)･
パパイヤ(3)

ベリー類 1 1 100 208 1 0.48 イチゴ

その他の果実 4 1 25 623 2 0.32 ブドウ(4)

果実類　小計 206 79 38 32,556 103 0.32

あぶらな科野菜 21 4 19 3,528 5 0.14 ブロッコリー(21)

いも類 3 0 0 574 0 0.00 サトイモ(3)

うり科野菜 35 9 26 5,538 11 0.20 カボチャ(31)･メロン類果実(4)

きく科野菜 4 0 0 627 0 0.00 ゴボウ(2)･トレビス(2)

きのこ類 2 0 0 316 0 0.00 シイタケ(2)

なす科野菜 18 12 67 2,835 24 0.85 ピーマン(18)
ゆり科野菜 45 2 4 7,369 2 0.03 ニンニク(19)･アスパラガス(12)･ネギ(6)･タマネギ(4)･ニンニクの芽(4)

その他の野菜 25 10 40 4,122 26 0.63 未成熟エンドウ(10)･ショウガ(8)･オクラ(4)･エダマメ･クワイ･タケノコ

野菜類　小計 153 37 24 24,909 68 0.27

ナッツ類 1 0 0 206 0 0.00 クルミ

合　計 392 117 30 62,914 172 0.27

検体 農薬



84 85

長野県環境保全研究所研究報告　８号（2012）

度に検査項目を増やしたことが主な原因と考えられ

た．

農産物分類別の検体数に対する検出率は，穀類が

4％，果実類が 63％，野菜類が 31％であった． 

3.2　農薬別の検出状況　

平成 19 年度から 22 年度までの 4 年間に検出さ

れた農薬について，農薬別の検出状況を検出数の順

に表 4（輸入）および表 5（国内産）に示す．

3.2.1　輸入農産物

検出された農薬は 44 種類で，全検査農薬 210 種

類の 21％であった．

検出数が最も多い農薬はクロルピリホス（殺虫剤）

で，ほとんどがバナナおよびかんきつ類の果実から

検出された．クロルフェナピル（殺虫剤・ダニ駆除

剤）はほとんどがピーマンから検出された．テブコ

ナゾール（殺菌剤）は多くがオウトウから検出され

た．

3.2.2　国内産農産物

検出された農薬は 52 種類で，全検査農薬 210 種

類の 25% であった．

検出数が最も多い農薬はクレソキシムメチル（殺

菌剤）で，多くがりんご等果実から検出されたが，

パセリ，ハクサイの野菜からも検出された．クロル

フェナピル（殺虫剤・ダニ駆除剤）はセロリ，キュ

ウリ，ナシ，リンゴ等幅広い野菜，果実から検出さ

れた．プロパルギット（ダニ駆除剤）は果実からの

み検出され，そのほとんどはりんごであった． 

3.3　検出農薬の用途別検出率

検出農薬の用途別の検出率を表 6 に示す．農薬の

用途は厚生労働省の「暫定基準設定農薬等目次」5）

に従った．

輸入，国内産共に殺虫剤（ダニ駆除剤，線虫駆除

剤を含む）が 34 ～ 40% と最も検出率が高く，次い

で殺菌剤が 24 ～ 27%， そして除草剤は 3 ～ 5% と

少なかった．

3.4　基準超過事例

平 成 19 年 度 か ら 22 年 度 ま で の 4 年 間 に，1 件

の基準超過があった． これは検体総数 790 の 0.1%

であった．

平成 21 年度に輸入未成熟エンドウから殺菌剤の

プロピコナゾールが検出され， 基準値 0.05ppm に

対して検出値は 0.10ppm であった．

4.　まとめ

平成 19 年度から 22 年度までの 4 年間に当研究

所で行った農産物中の残留農薬の検査結果を集計

し，解析を行い，以下の知見が得られた．

① 　 検 体 数 に 対 す る 農 薬 検 出 率 は， 輸 入 が 30％，

国内産が 42％と国内産がやや高かった． 延べ検

査項目数に対する検出率は輸入が 0.27%，国内産

が 0.46% とこちらも国内産が高かった．

② 　既報の当所の過去の検出率と比較すると，検体

表3　国内産農産物の農薬検出状況（平成19～22年度）

分類名 検体数 検出数
検出率
（％）

検査
項目数

検出数
検出率
（％）

農産物品目

穀類 28 1 4 5,175 1 0.02 コメ(16)･トウモロコシ(7)･小麦(4)･小麦粉

核果果実 46 27 59 8,425 42 0.50 モモ(18)･アンズ(8)･ウメ(8)･プルーン(8)･オウトウ(4)

かんきつ類果実 12 1 8 1,899 2 0.11 ミカン(12)

仁果果実 56 50 89 9,642 126 1.31 リンゴ(26)･日本ナシ(21)･西洋ナシ(9)

ベリー類 10 5 50 1,577 8 0.51 イチゴ(10)

その他の果実 42 22 52 7,232 33 0.46 ブドウ(25)･カキ(17)

果実類　小計 166 105 63 28,775 211 0.73

あぶらな科野菜 66 16 24 10,686 32 0.30 キャベツ(19)･ハクサイ(19)･コマツナ(9)･ブロッコリー(7)･チンゲンサ
イ(5)･ダイコン(4)･カリフラワー(2)･ミズナ

いも類 3 0 0 555 0 0.00 ナガイモ(3)

うり科野菜 29 14 48 5,408 18 0.33 キュウリ(19)･メロン類果実(5)･スイカ(4)･カボチャ

きく科野菜 25 5 20 3,942 6 0.15 レタス(19)･シュンギク(6)

きのこ類 9 0 0 1,602 0 0.00 シメジ(5)･エノキダケ(4)

せり科野菜 17 11 65 2,752 13 0.47 パセリ(8)･セロリ(7)･ニンジン(2)

なす科野菜 24 10 42 4,487 21 0.47 トマト(10)･ピーマン(10)･ナス(4)

ゆり科野菜 16 2 13 2,573 3 0.12 アスパラガス(8)･ニラ(3)･ネギ(3)･タマネギ(2)

その他の野菜 12 5 42 2,045 10 0.49 ホウレンソウ(11)･ショウガ

野菜類　小計 201 63 31 34,050 103 0.30

ナッツ類 3 0 0 519 0 0.00 クリ(3)

合　計 398 169 42 68,519 315 0.46

検体 農薬
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表4　輸入農産物の農薬別検出状況（平成19～22年度）

(最小値 ～ 最大値)

クロルピリホス 43 0.01 ～ 0.26 バナナ(14)･レモン(13)･オレンジ(10)･グレープフルー
ツ(5)･小麦粉

クロルフェナピル 13 0.02 ～ 0.35 ピーマン(11)･バナナ(2)

テブコナゾール 10 0.02 ～ 0.16 オウトウ(7)･未成熟エンドウ(2)･ピーマン

ピリメタニル 8 0.01 ～ 0.30 未成熟エンドウ(6)･ブドウ･レモン

ミクロブタニル 7 0.01 ～ 0.05 カボチャ(3)･オウトウ(2)･未成熟エンドウ(2)

プロピコナゾール 6 0.01 ～ 0.10 未成熟エンドウ(4)･オウトウ(2)

メチダチオン 6 0.02 ～ 0.12 グレープフルーツ(3)･オレンジ･ピーマン･レモン

メタミドホス 5 0.02 ～ 0.08 クワイ･ピーマン･未成熟エンドウ･メロン類果実･レモン

アルドリン及びディルドリン 4 0.02 ～ 0.06 カボチャ(4)

イミダクロプリド 4 0.002 ～ 0.012 ブロッコリー(3)･グレープフルーツ

テトラコナゾール 4 0.02 ～ 0.06 ピーマン(4)

フェンプロパトリン 4 0.01 ～ 0.29 オレンジ･オウトウ･グレープフルーツ･レモン

シハロトリン 3 0.01 ～ 0.02 オウトウ(2)･バナナ

トリアジメノール 3 0.01 ～ 0.08 未成熟エンドウ(2)･ネギ

フェニトロチオン 3 0.01 ～ 0.02 パイナップル(3)

プロシミドン 3 0.11 ～ 0.58 ピーマン(2)･ニンニクの芽

ブロモプロピレート 3 0.18 ～ 0.72 スウィーティー(2)･グレープフルーツ

マラチオン 3 0.01 ～ 0.10 オウトウ･オレンジ･グレープフルーツ

アセフェート 2 0.04 ～ 0.08 クワイ･未成熟エンドウ

アルジカルブ 2 0.003 ～ 0.011 ブロッコリー(2)

オメトエート 2 0.05 ～ 0.18 マンゴー･未成熟エンドウ

クレソキシムメチル 2 0.02 未成熟エンドウ(2)

シペルメトリン 2 0.04 ～ 0.06 オウトウ(2)

シマジン 2 0.01 ～ 0.02 オレンジ･レモン

ジメトエート 2 0.01 ～ 0.05 マンゴー･メロン類果実

チアベンダゾール 2 0.86 ～ 1.7 グレープフルーツ･レモン

テブフェンピラド 2 0.02 ～ 0.04 ピーマン(2)

ビフェントリン 2 0.01 ～ 0.03 イチゴ･ピーマン

ピリプロキシフェン 2 0.01 ～ 0.02 オレンジ(2)

ブプロフェジン 2 0.01 ～ 0.02 パパイヤ･未成熟エンドウ

プロフェノホス 2 0.02 ～ 0.04 オレンジ(2)

ペンディメタリン 2 0.01 ～ 0.02 オレンジ(2)

アクリナトリン 1 0.02 ピーマン

アゾキシストロビン 1 0.068 バナナ

エトフェンプロックス 1 0.03 オクラ

クロチアニジン 1 0.022 バナナ

クロルデン 1 0.01 カボチャ

ジフルベンズロン 1 0.036 グレープフルーツ

チアメトキサム 1 0.040 バナナ

デルタメトリン及びトラロメトリン 1 0.03 バナナ

トリフロキシストロビン 1 0.02 ブドウ

フェントエート 1 0.02 マンゴー

ヘキサコナゾール 1 0.01 未成熟エンドウ

ヘプタクロール 1 0.02 カボチャ

計 172 0.002 ～ 1.7

農薬名 検出された農産物名
検出値（ppm）

検出数
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表5　国内産農産物の農薬別検出状況（平成19～22年度）

(最小値 ～ 最大値)
クレソキシムメチル 55 0.01 ～ 1.0 リンゴ(16)･アンズ(8)･日本ナシ(8)･西洋ナシ(5)･ブド

ウ(4)･プルーン(4)･イチゴ(3)･パセリ(3)･ハクサイ(2)･
カキ･ミカン

クロルフェナピル 22 0.01 ～ 1.1 セロリ(4)･キュウリ(3)･日本ナシ(3)･リンゴ(3)･チンゲ
ンサイ(2)･ブドウ(2)･カキ･キャベツ･西洋ナシ･ハクサ
イ･ブロッコリー

プロパルギット 19 0.02 ～ 0.51 リンゴ(17)･カキ･日本ナシ
アセフェート 13 0.01 ～ 0.28 ブドウ(6)･キャベツ(2)･トマト(2)･ハクサイ･ピーマン･

ミカン

イミダクロプリド 12 0.002 ～ 0.13 ピーマン(3)･メロン類果実(3)･ホウレンソウ(2)･スイカ
(2)･チンゲンサイ･トマト

クロルピリホス 11 0.01 ～ 0.07 リンゴ(6)･西洋ナシ(2)･日本ナシ･プルーン･モモ

シアノホス 11 0.01 ～ 0.14 西洋ナシ(8)･日本ナシ(2)･モモ
シペルメトリン 11 0.02 ～ 0.17 ホウレンソウ(3)･カキ(2)･ネギ(2)･コマツナ･スイカ･日

本ナシ･レタス

チアクロプリド 11 0.003 ～ 0.094 モモ(4)･リンゴ(4)･日本ナシ(2)･プルーン

テフルベンズロン 11 0.004 ～ 0.015 リンゴ(8)･モモ(3)
チアメトキサム 10 0.002 ～ 0.015 カキ(2)･チンゲンサイ(2)･トマト(2)･キュウリ･セロリ･

ネギ･メロン類果実

ビフェントリン 10 0.02 ～ 0.31 リンゴ(4)･オウトウ(3)･日本ナシ(3)

フェンプロパトリン 10 0.02 ～ 0.18 日本ナシ(4)･リンゴ(4)･西洋ナシ(2)

メタミドホス 10 0.01 ～ 0.06 ブドウ(4)･キャベツ(2)･トマト(2)･ハクサイ･ピーマン

フェンバレレート 9 0.01 ～ 0.81 ハクサイ(4)･レタス(3)･カキ･リンゴ

クロチアニジン 6 0.002 ～ 0.034 カキ(2)･キュウリ･トマト･メロン類果実･モモ

アクリナトリン 5 0.01 ～ 0.07 モモ(2)･リンゴ(2)･ピーマン

ダイアジノン 5 0.01 ～ 0.05 コマツナ･パセリ･ブドウ･モモ･リンゴ

トリフロキシストロビン 5 0.01 ～ 0.10 リンゴ(5)

フルバリネート 5 0.02 ～ 0.06 ブドウ(3)･イチゴ･トマト

テブコナゾール 4 0.01 ～ 0.16 ブドウ(2)･オウトウ･日本ナシ

トルフェンピラド 4 0.03 ～ 0.50 トマト(2)･ピーマン･ブロッコリー

プロシミドン 4 0.02 ～ 0.10 キュウリ(2)･キャベツ･ピーマン

メタラキシル及びメフェノキサム 4 0.01 ～ 0.21 トマト(2)･キュウリ･ハクサイ

アゾキシストロビン 3 0.003 ～ 0.024 キュウリ･日本ナシ･プルーン

デルタメトリン及びトラロメトリン 3 0.02 ～ 0.05 ハクサイ(2)･日本ナシ

フェニトロチオン 3 0.02 ～ 0.05 モモ(2)･リンゴ

ヘキサコナゾール 3 0.02 ～ 0.19 オウトウ(2)･プルーン

マラチオン 3 0.01 ～ 0.03 ウメ･ハクサイ･パセリ

シアゾファミド 2 0.2 ～ 2.6 ホウレンソウ(2)

シハロトリン 2 0.01 ～ 0.03 リンゴ(2)

シフルトリン 2 0.02 ～ 0.03 オウトウ･ブドウ

ジフルベンズロン 2 0.027 ～ 0.042 リンゴ(2)

トルクロホスメチル 2 0.02 ～ 0.11 キャベツ･レタス

ピリミホスメチル 2 0.02 コマツナ(2)

ブプロフェジン 2 0.01 モモ･オウトウ

プロチオホス 2 0.02 日本ナシ(2)

ミクロブタニル 2 0.02 ～ 0.05 イチゴ(2)

レナシル 2 0.02 ～ 0.11 ホウレンソウ(2)

エトキサゾール 1 0.11 イチゴ

オキサジキシル 1 0.01 レタス

ジエトフェンカルブ 1 0.01 パセリ

テトラジホン 1 0.06 リンゴ

テブフェノジド 1 0.003 リンゴ

テブフェンピラド 1 0.02 イチゴ

テフルトリン 1 0.02 パセリ

トリアジメノール 1 0.01 スイカ

フェリムゾン 1 0.035 コメ

プロピザミド 1 0.06 パセリ

ヘキシチアゾクス 1 0.002 メロン類果実

メチダチオン 1 0.06 オウトウ

リニュロン 1 0.008 チンゲンサイ

計 315 0.002 ～ 2.6

検出された農産物名
検出値（ppm）

農薬名 検出数
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数に対する検出率はほぼ等しかったが，延べ検査

項目数に対する検出率は低かった．これは，平成

19 年度に検査項目を増やしたことが主な原因と

考えられた．

③ 　農産物分類別では，果実の検出率が高く，輸入

で 38%， 国内産は 63% の検体から農薬が検出さ

れた．

④ 　 検 出 農 薬 の 用 途 別 の 検 出 率 は， 輸 入， 国 内 産

共に殺虫剤（ダニ駆除剤，線虫駆除剤を含む）が

34 ～ 40% と最も検出率が高く，次いで殺菌剤が

24 ～ 27%，そして除草剤は 3 ～ 5% と少なかった．

⑤ 　平成 19 年度から 22 年度までの４年間の当所

の残留農薬検査における基準超過は 1 件で，検体

総数の 0.1% であった．

今後も，これらの知見や他機関での検出状況を参

考にして検査項目を見直すなど，残留農薬に対する

監視を強化していく必要がある．
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表6　検出農薬の用途別検出率（平成19～22年度）

検出農薬数 検出率(%) 検出農薬数 検出率(%)

　殺虫剤*1 88 30 34 35 40
　殺菌剤 51 12 24 14 27
　除草剤 66 2 3 3 5

　その他*2 5 0 0 0 0

計 210 44 21 52 25
*1　ダニ駆除剤、線虫駆除剤を含む
*2　成長調整剤、薬害軽減剤　

輸入 国内産
検査農薬数用途


